
１　総括
　 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

　 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１ 　職員手当には退職手当を含まない。

      　２ 　職員数は令和6年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、

定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。

３ 　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務

職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

　(3) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１

２

３

※

Ａ

30,337,312 千円

人件費

Ｂ

3,438,686 千円

　ラスパイレス指数とは、全国地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学
歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数。

　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域にお
ける国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

区分

Ｂ／Ａ

人件費率住民基本台帳人口

589,687 千円

職員手当

6年度 11.33%

区　分

68,793 人

（令和6年1月1日）

実質収支歳出額

Ａ

職員数

6,450千円

一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

6,391千円

給　 料

1,236,470千円 333,355千円 552,107千円329 人6年度

　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　令和7年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、③100
を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

5年度の人件費率

10.93%

給　　　　　与　　　　　費

計　Ｂ

福津市の給与・定員管理等について

（参　考）

期末・勤勉手当

2,121,932千円
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　(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

　[　実施　]

　実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）　国基準９％に対し、福津市においても９％を支給。

（実施時期）　令和７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引き下げることとし、令和７年４月１日時点は

９％、令和８年４月１日は８％を支給。

（参考）

③その他の見直し内容

扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。


（令和７年４月１日実施）

　(5) 特記事項
特になし

令和7年度令和6年度

各年度の支給割合

令和8年度

福津市の支給割合

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の号俸をカットし、これらの級の
初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣接する級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その
他、各種手当について見直しを行っている。

（給料表の改定実施時期）令和７年４月１日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号給をカットし、これらの級の
初号の給料月額の引上げを実施。（国の８級以上に相当する級がないため、隣接する級間での給料月額の重なりの解消は実施
していない。）

１０％

１０％

９％

９％

８％

８％

国基準による支給割合



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
　 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和7年4月1日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※「令和７年地方公務員給与実態調査」より（各自治体が公表する数値と異なる場合がある）

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

　　　　③小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(注） １ 　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２ 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　　 　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）

　で算出している。

　(2) 職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和7年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

337,907

3

324,600

－

410,439

41.9

373,596

福津市

福　　岡　　県

区　　分 平　均　年　齢

－

（国ベース）

352,780

52.0 －

－

類似団体

418,908

332,237

51.4

平均年齢

－

－

323,640

－

364,069 424,411

区　　分

福津市

福岡県

436,383378,900

区　　　　　分

206,700

経 験 年 数 ３ ０ 年

大　学　卒 400,050

技能労務職
高　校　卒

大　学　卒

194,500

－

307,100275,917

－

大　学　卒

高　校　卒

小・中学校(幼稚
園)教育職

高　校　卒

247,550 320,200 374,300

高　校　卒

中　学　卒

225,600

－

小・中学校（幼
稚園）教育職

一般行政職

－

－

232,000 252,000

350,300

－

－ －

福　　津　　市

380,360

358,506

（国ベース）
平均給与月額

国

1,703

3

一般行政職
高　校　卒

361,855

312,143

福岡県

41.7

42.1 396,610 368,164

369,095

区　　分

382,285

294,567

425,696

328,439

類似団体

平均給料月額

平均給与月額
平均給与月額平均給料月額

414,480

－

－

313,900

408,453

福　津　市

42.3 371,063市平均

職員数

福岡県

平均年齢

349,822

42.2

－

経 験 年 数 ２ ５ 年

技能労務職 －

全地方公共団体平均

327,900

経 験 年 数 ２ ０ 年

－

平均給料月額 平均給与月額

388,647

41.3

うち調理員（保育所） －

52.8 324,18615

国 51.3

376,644

経 験 年 数 １ ０ 年

329,711

41.7

－

169

375,384

56.6

206,700

－ －

232,000

国

232,000

類似団体

全地方公共団体平均

42.3

200,300

－

平均給与月額

－

－

－

区　　　　　分

大　学　卒



３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和7年4月1日現在）

（注） １　福津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　 (2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））　（令和7年4月1日現在）

31.1%

２　　級

１　　級

4.0%５　　級

部長、議会事務局長及び理事の職務 463,000 円

19.6%58 人

3.7%

13.9%

課長、局長、室長、参事及びこれに相当する職務

12 人

242,000 円

職員数

４　　級

主事、司書

区　　分

16.2%
(2)特に高度の知識又は経験を必要とする司書

３　　級

92 人

34 人

195,800 円 268,300 円

最高号給の
給料月額

364,200 円

396,500 円

332,600 円

標準的な職務内容

427,000 円

１号給の
給料月額構成比

316,800 円

276,300 円

11 人

41 人

420,700 円

409,000 円

366,800 円11.5%

係長及び主査の職務 309,800 円

(1)主任の職務

６　　級

７　　級

館長、主幹及びこれに相当する職務

高度の知識又は経験を必要とする主事、司書

48 人

1級

19.6%

1級

20.7%
1級

16.4%

2級

13.9%
2級 10.5%

2級 10.9%

3級

16.2%
3級

17.3%
3級

19.7%

4級

31.1%
4級

31.9%
4級

33.6%

5級 4.0% 5級 4.4% 5級 5.8%

6級 11.5% 6級 11.2% 6級 10.2%
7級 3.7% 7級 4.0% 7級 3.3%
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国６級（困難課長補佐）

国３級（係長）

国２級（上級係員）

国１級（係員） 市１級（主事）

市３級（主任）

市４級（係長・主査）

市５級（主幹）
市６級（課長）

市７級（部長）

国５級（課長補佐）

国４級（困難係長）



　（3) 昇給への人事評価の活用状況（福津市）

　

イ

ロ

　４　職員の手当の状況
　 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（6年度） １人当たり平均支給額（6年度）

千円 千円　

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～15％ ・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％


・管理職加算　10～25％ ・管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

勤勉手当への人事評価への活用状況（福津市）

　

イ

ロ

　(2) 退職手当（令和7年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年等 （支給率） 自己都合 勧奨・定年等

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 なし あり その他の加算措置 なし あり

１人当たり平均支給額 千円 千円 １人当たり平均支給額 （未公表）

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、令和6年度に退職した職員に支給された平均額である。

1,731

2.50

福　　　　津　　　　市

（1.00）

上位、標準、下位の区分

標準、下位の区分

一般職員

活用予定時期

（未公表）

人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位、標準の区分

活用している成績率

標準の区分のみ（一律）

47.709000

2.502.10

上位、標準、下位の成績率

標準、下位の成績率

○

支給実績が
ある成績率

人事評価を活用している

（1.00）

管理職員

人事評価を活用していない

2.50

4,961

支給可能な
区分

支給実績が
ある区分

支給可能な
区分

支給実績が
ある区分

○ ○

支給可能な
成績率

2.10

福　　　　岡　　　　県

○ ○

2.10

（1.40） （1.00）

19.6695

28.0395

39.7575 47.709000

福　　　　津　　　　市

○

19.6695

28.0395

39.7575

47.7090

○ ○

活用予定時期

国

47.709000

上位、標準の成績率

一般職員

管理職員令和7年4月2日から令和8年4月1日までにおける運用

47.709000

21,400

（1.40）

24.586875

33.270750

47.7090

24.586875

33.270750

（1.40）

国

支給実績が
ある成績率

令和６年度中における運用

支給可能な
成績率

標準の区分のみ（一律）

人事評価を活用していない

1,593



　 (3) 地域手当
千円

　 円

％ 人 ％

　 (4) 特殊勤務手当
支給実績（令和6年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

手当の種類（手当数）

　 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

(注)　職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和6年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　　総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

市税等一般財源収入の滞納整
理を行うため滞納世帯等を訪
問

生活保護法に定める業務を行
うため家庭等を訪問

104,986

死亡人処置手当

％

１体につき5,000円

生活保護業務手当

支給対象職員数

372

１日につき400円

円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

302

国の制度（支給率）

右記の業務に従事した職員

378,563

290 千円

主な支給対象職員

感染症防疫手当

353

支給実績（令和6年度決算）

17,788

4.6

支給対象地域

0 千円

4種類

支給実績

福津市

0 千円

左記職員に対する支給単価

336

福祉事務所に勤務する職員

主な支給対象業務

感染症防疫の作業

行路死亡人又は変死人の処置

140,826

１日につき3,000円

令和6年度決算

12 千円
市税等滞納整理手
当

右記の業務に従事した職員

10

右記の業務に従事した職員

支給率

110,706

１日につき400円

支給実績（令和6年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

支給実績（令和5年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

手当の名称

千円

10



　(6) その他の手当（令和7年4月1日現在）

…

…

…

定額支給

（139,300円～

支給職員１人当たり

【交通機関等利用者】

館長などは41,000円、課長などは
53,000円、部長などは、65,000円

自ら居住するため住宅(貸間を含む。)
を借り受け、月額16,000円を超える
家賃を支払っている職員に家賃額に応
じ、28,000円を限度に支給。

子

円千円

支給実績

…

配偶者             

60,687

勤務１時間当
たりの給与額
の算出方法が
異なる。（広域
異動手当、研
究員調整手当
が含まれる。)

祝日等における正規の勤務時間に対し
て支給。

11,500円

円

千円 円

281,592

【自動車等の交通用具利用者】

【支給月額】

14,019異なる通勤手当

管理又は監督の地位にある職員に定額
で支給。

同じ

－

223,027

距離区分に応じて2,000円～
38,700円を支給（片道2km未満を除
く）。

－

34,917

休日勤務手当 異なる

千円

27,172千円

住居手当

内容及び支給単価

配偶者以外の扶養親族

異なる管理職手当

との異同

特定期間の加算（満15
歳に達する日後の最初
の4月1日から満22歳
に達する日以後の最初
の3月31日までの間に
ある子）

運賃相当額が55,000円以下について
は運賃相当額を支給（片道2km未満の
ものを除く）。

同じ

2,717

27,432

扶養親族のある職員に対して支給

千円

異なる内容 （令和6年度決算）

 3,000円

6,500円

扶養手当 －

 5,000円

円

円

33,949

勤務１時間当たりの給与額×135／
100×勤務時間

640,55546,300円）

平均支給年額
手　当　名

国の制度 国の制度と

（令和6年度決算）



　５　特別職の報酬等の状況（令和7年4月1日現在）

（令和6年度支給割合） 1.70月分 （６月期）

1.75月分 （１２月期）

3.45月分 （合　　計）

（令和6年度支給割合） 1.70月分 （６月期）

1.75月分 （１２月期）

3.45月分 （合　　計）

任期ごと

任期ごと

(注) 1 　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

2 　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた

　場合における退職手当の見込額である。

　６　職員数の状況
　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

＜参考＞

　人口1万当たり職員数　　　　38.87人

　（類似団体の人口1万当たりの職員数　52.48人）

＜参考＞

　人口1万当たり職員数　　　47.83人

　（類似団体の人口1万当たりの職員数　65.90人）

＜参考＞

　人口1万当たり職員数　　　53.47人

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数である（育休代替職員および任期付職員を含む＜令和7年　34人、令和6年　39人＞）。
　　　　２　[　　　]内は、条例定数の合計である。
　　　　※　休職中の職員や地方自治法第252条の17の規定による派遣する職員は、条例定数に含まない。

36

82

対前年
増減数

給　　料　　月　　額　　等

39小　　　計

3

0

3

0

退
職
手
当

40

（　　　　　円）

71

育休代替職員の任期満了、観光関連事業の縮小

新設部署への管理職の配置

400,000 円

20

商 工

701,000 円

議 員

464,000 円

市 長
※　１期の手当額（見込）・・・・・　17,340千円

給
料

副 市 長

消防

2

21

区　　分

一
般
行
政
部
門

副 議 長

0 0

0

9

（　　　　　円）

614,600 円

1

職　　　員　　　数

73

10

農林水産

23

606,000 円　　　／

民 生

41

計

普
通
会
計
部
門

小　　計

61

税 務

専任館長の配置、業務増加、育休代替職員の任期満了

労 働

2

総 務

13

5

－

329

757,000 円　　　／

12

331

268

326,000 円

▲ 1

※　１期の手当額（見込）・・・・・　　8,412千円

1

▲ 2

議 長

議 長

副 議 長

期
末
手
当

業務整理による

令和6年

269

教育部門

報
酬

議 員

414,000 円

市 長

-

934,000 円　　　／

副 市 長

部　　門
主　な　増　減　理　由

0

土 木

388,000 円

区　　　　　分

303,000 円

（　　　　　円）

議 会 5 0

令和7年

給料月額×510/100×勤続月数/12

（　　　　　円）

そ の 他

給料月額×300/100×勤続月数/12

1,120,000 円　　　／ 510,000 円

副 市 長

670,000 円　　　／

会
計
等
部
門

公
営
企
業

衛 生

長期病休、休職者への臨時的対応

合　　計

2

水 道

365

[357人以下］

370

3

下 水 道

3

5

9

2427

長期病休、休職者への臨時的対応

62 1

▲ 1

[357人以下］

市 長 850,000 円 （参考）類似団体における最高／最低額

（各年４月１日現在）

職員派遣、国勢調査による増員

業務増加、職員派遣による

23

（　　　　　円）

14

－

84



　(2)　年齢別職員構成の状況（令和7年4月1日現在）

　

～

　(3) 職員数の推移

　

（ %）

（ %）

（ %）

（ %）

（ %）

（ %）

(注)　1　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数である。

-- - - - - -

12.762 7

人

58 61教育
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計

過去5年間
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35歳

令和4年

人
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令和6年

60歳
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36歳
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■　勤務時間その他の勤務条件の状況

　１.勤務時間

勤務時間 午前８時３０分から午後５時００分まで

１日７時間４５分、１週間３８時間４５分

週休日 土曜日、日曜日

※職場により、上記と異なる場合があります。

　２.その他の勤務条件

（1）休暇

一の年ごとにおける休暇

・結核性疾患　　　最大　　１年

・その他の疾患　　最大　９０日

産前８週間（多胎妊娠１４週間）、産後８週間

連続または分割して２日の範囲内

連続する７日の範囲内

一の年において、子一人につき５日の範囲内

一の年において、５日間の範囲内

配偶者、父母　　　　　１０日

子　　　　　　　　　　　５日 など

（2）育児休業

例）１週間当たりの勤務時間

    １９時間２５分、２４時間３５分など

取得期間内容

無給

給与の有無

無給
条例で定める勤務形態

産後休暇終了日の翌日から子が３歳に達する日ま
でのうち、職員の請求に基づく期間

育児短時間勤務

忌引

ボランティア休暇

事由

負傷または疾病のため療養
する必要があり、勤務しない
ことがやむを得ないと認め
られる場合

育児休業

種類

勤務時間の始めまたは終わりにおいて、２時間を
超えない範囲内で３０分単位

３歳に満たない子を養育す
る職員が休業することがで
きる制度

小学校就学始期に達するま
での子を養育する職員が休
業や短時間勤務することが
できる制度部分休業

介護休暇

休暇の種類

年次有給休暇

病気休暇

特別休暇
（主なもの）

給与の有無

有給

有給

有給

配偶者、父母、子などで負
傷、疾病、または老齢により
２週間以上の期間にわたり
日常生活を営むのに支障が
あるものの介護をするた
め、勤務しないことが相当で
あると認められる場合

規則に定める期間内において必要と認める期間

取得期間

年２０日

（1）医師の証明等に基づき最小限度必要と認める
日または時間

職員の出産補助

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続
する６月の期間内において必要と認められる期間

（2）労働安全衛生法第68条の規定により就業を
禁止した期間

職員の分べん

 （任命権者が特に必要と認める疾患最大１８０日）

職員の結婚

子の看護休暇



■　分限および懲戒処分の状況

　１.分限処分

　２.懲戒処分

（令和6年度実績）

■　服務の状況

営利企業などの従事許可の状況（令和6年度実績）

 地方公務員法では、服務の根本基準を「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務
し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない（地方公務員法第３０
条）」と定めています。この根本基準の具体的規定として、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」
「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「営利企業等の従事
許可」といった服務上の義務が定められています。

区分

営利目的の会社などの役員の地位を兼ねること

自ら営業を目的とする私企業を営むこと

報酬を得て事業や事務に従事すること

人　　数

件数

２件

２件

２７件

降　　任

免　　職

１人

０人

０人

０人０人 免　　職

０人 停　　職

休　　職 １５人 減　　給

 分限処分とは、職員が一定の事由によりその職責を十分に果たすことが期待できない場合に、公務の中
立性、安定性を確保し、その適正かつ能率的な運営を図るため、本人の意に反して不利益な身分上の変動
をもたらす処分のことです。分限処分には、降給、休職、降任、免職の４種類があります。

 懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対して、任命権者がその職員の責任を追及して行なう処分であ
り、公務における規律と秩序の維持を目的として行なわれる不利益処分のことです。懲戒処分には、戒告、
減給、停職、免職の４種類があります。

人　　数 内　　容

降　　給 ０人 戒　　告

内　　容

分限処分の状況 懲戒処分の状況



■　研修および勤務成績の評定の状況

　１.職員の研修の状況

　主な研修計画には、以下のものがあります。

自己啓発 自主研究グループ活動支援

職場内研修 新規採用職員等研修

人権教育・啓発のための研修

メンタルへルス研修

など

職場外研修 福岡県市町村職員研修所

　「階層別研修」「選択研修」「課題研究」「特別研修」

市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）

全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー） など

※職場外研修受講者数 （令和6年度実績）

福岡県市町村職員研修所 「階層別研修」 ６９人

「選択研修」 ４０人

「課題研究」 －

「特別研修」 １２人

市町村職員中央研修所（市町村アカデミー） ２人

全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー） ５人

　２.勤務成績の評定

　職員の研修は、職員の公務能率の発揮および増進を目的に任命権者から組織的かつ計画的に行われて
います。このことは、地方公務員法の中にも規定され、市では「福津市職員研修計画」に基づいて研修を実
施し、職員の能力開発に努めています。

　任命権者は、公務能率を増進させることを目的に、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行
い、その評定の結果に応じた措置を講ずることとされています。市では、全職員を対象に評価制度を導入
していますが、「福津市人材育成基本方針」を改定し、人事評価制度も見直しているところです。



■　福祉および利益の保護の状況

　１.安全衛生管理

　２.職員の健康管理

※健康診断等受診者数 （令和6年度実績）

定期健康診断 ４６０人

　３．福津市職員互助会（会員数　３５４人：令和６年４月１日現在）

※主な事業

健康増進事業 インフルエンザ、帯状疱疹等予防接種助成　など

慶弔給付事業 共済給付事業（結婚祝金、死亡弔慰金　など）

その他福利厚生事業 研修旅行助成事業、厚生部助成事業　など

※会費及び市助成金（令和6年度決算）

会費（互助会）

市助成金（互助会）

市助成金（共済給付事業）

公費補助率

１人あたり公費負担額 ※３５４人（令和６年４月１日現在）

　４．公務災害補償

公務災害等の認定状況（令和6年度実績）

■公平委員会からの業務の状況報告

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況

（2）不利益処分に関する不服申立ての状況

　労働安全衛生法に基づき、事業主責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見
を行なうため、対象となる職員には定期健康診断やストレスチェック等を実施しています。

　職員互助会は、会員の福利厚生に関する事業の実施、相互扶助及び親睦を図ることを目的としており、
会員の掛金及び市の助成金などで運営しています。

　職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置を求める要求があった場合は、公平委員会は必要な審査
を行い、事案を判定し、市の機関に対し必要な勧告をしなければなりません。

　職員から懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたとして審査請求があった場合は、公平委員会
は事案を審査し、その結果に基づいて、処分を承認し、修正し、又は取り消す判定を行ないます。

令和6年度実績 ０件

１件 ０件 １件

35.6%

9,453円

6,043,273円

610,897円

2,735,580円

　職場の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために労働安全衛生法等に基づく、産業医や衛
生委員会を設置し、安全衛生管理体制を整備する等して、その実現に努めています。

令和6年度実績 １件

公務災害 通勤災害 計


